
令和６年度第３回鉄鋼専門部会（議事要旨） 

 

１ 日 時  令和６年10月８日（火） 15時00分～15時28分 

 

２ 場 所  山口地方合同庁舎２号館５階共用会議室 

 

３ 出席者  公益代表委員   ３名 

       労働者代表委員  ３名 

       使用者代表委員  ３名 

 

４ 議 題  

（１）金額審議について 

（２）その他 

 

５ 議事要旨 

（１）労働者側から、前回審議後に労使双方で協議した結果、先行きは依然と

して不透明で懸念材料もあるものの、鉄鋼産業の優位性をどう担保してい

くか、県内の他産業、特に化学メーカーとの人材獲得競争をどう勝ち得て

いくかという観点から使用者側と引き上げ額の意見を交わした結果、「プ

ラス52円、時間額1,116円」で労使意見が一致した旨の説明があった。 

（２）使用者側からは、労働者側の説明のとおり、「プラス52円、時間額1,116

円」で意見が一致した旨の説明があった。 

（３）部会長が公労使の委員に意向を確認したところ「引上げ額52円、時間額

1,116円」、「効力発生日、令和６年12月15日」で全会一致となり、審議会

令第６条第５項の規定に基づき答申が行われた。 

（４）事務局から、今後の審議等の日程について説明した。 

 

 

注）鉄鋼専門部会の正式名称は「山口地方最低賃金審議会 山口県鉄鋼業、非

鉄金属製錬・精製業、非鉄金属・同合金圧延業、非鉄金属素形材製造業最低

賃金専門部会」である。 

 


